
 

 

 

 

 

射水市主要体育館の再編に係る 
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Ⅰ 調査の目的                                

 

 平成１７年１１月に１市３町１村が合併して誕生した射水市は、旧市町村で各々建築した主

要体育館６館を有しており、身近にスポーツを「する」「みる」ための拠点として多くの方に利

用され、重要な役割を果たしています。また、選手や指導者の育成などの競技力の向上のほか、

各種大会などの公式競技大会や広域的な生涯スポーツの拠点としても大きな役割を担ってい

ます。 

 一方で、主要体育館６館は建築後２０～４０年近くを経過していますが、現在まで大規模改

修を実施しておらず、各所に経年劣化が見受けられます。今後も施設を存続するには大規模改

修や改築を行うなど多額の財源が必要となることから、将来にわたって現状の規模のままで維

持することは費用の面からも困難です。 

 こうした状況を踏まえ、本市では「射水市公共施設再編方針（令和２年３月策定）」を策定

し、主要体育館については、新湊総合体育館と小杉総合体育センターの『拠点型２館体制への

移行』と、残り４館（小杉体育館、大門総合体育館、大島体育館、下村体育館）の『民間譲渡

を前提とした地域に開放されたサービス提供の可能性を検討』との方針を定め、譲渡が困難な

場合は解体を検討することとしています。 

 

 本調査は、市内スポーツ環境の維持・向上を原則としつつ、施設の整備・運営についてイニ

シャル及びランニングコスト面も含めた適正化を目指すため、民間事業者のアイデアやノウハ

ウを最大限活用し、市内主要体育館すべてを対象として、民間事業者との「対話」を通じ、主

要体育館の整備・運営手法等の利活用方法に係る提案をいただくとともに、事業の市場性等を

確認し、今後の施設整備・再編に向けた参考とすることを目的として実施するものです。 

 

【本市の主要体育館再編に係る基本方針】 

 ・体育館機能の集約及び充実による拠点型２館体制へ移行する。 

（市内の南北２箇所 新湊総合体育館、小杉総合体育センターを想定） 

 ・残り４館については、民間事業者への譲渡を前提としつつ、地域に開放されたサービス提

供の可能性を検討する（譲渡が困難な場合には解体も検討する）。 

 

※「射水市公共施設再編方針」及び「射水市公共施設個別施設計画」は、市ホームページから

ご覧いただけます。 

 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=33601 

  



 

 

Ⅱ 射水市主要体育館の概要 

 

 射水市内には６館の主要体育館があり、市内各地に分散して立地しており、利用者にとって

利便性が高い状況です。６館すべてで指定管理者制度が導入されており、現在は各地区で組織

された総合型地域スポーツクラブが受託しています。 

 各スポーツクラブは主要体育館を主な会場として教室やイベントを展開しており、多様なス

ポーツ活動を身近に楽しみ、仲間と交流する、地域に密着したスポーツ環境づくりに大きく寄

与しています。主要体育館は住民が気軽に参加できる継続的なスポーツ活動の場として、多く

の方に利用されています。 
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③ ④ 

⑤ 

⑥ 
【新湊地区】 

① 新湊総合体育館 

【小杉地区】 

② 小杉総合体育センター 

③ 小杉体育館 

【大門地区】 

④ 大門総合体育館 

【大島地区】 

⑤ 大島体育館 

【下地区】 

⑥ 下村体育館 



 

 

１ 施設の概要 

 

（１）新湊総合体育館 

 ①施設基本情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②過去５年間の施設利用者数                         （人） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

新湊総合体育館 120,305 113,042 91,441 88,762 95,832 

（参考）テニスコート 5,872 6,630 4,151 4,766 6,835 

  

所 在 地 久々湊４６７番地 整 備 年 1986 年（37 年経過） 

敷地面積 24,536 ㎡ 延床面積 8,846 ㎡ 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 ２階建 

施設内容 【体育館】メインアリーナ、観客席（１階収納式 1,280 席、２階固定式 840 席）、 

多目的室、幼児室、健康相談室、研修室、トレーニング室 

【武道場】剣道場、柔道場、アリーナ、会議室 

併設施設 テニスコート 

開館時間 9:00 ～ 21:00 休 館 日 毎週火曜日、年末年始 

備 考 施設南側に市有地 

新湊総合体育館 

【体育館】 【武道館】 

新湊 
テニスコート 

奈呉の江 
西公園 

県営新港 
テニスコート 



 

 

 

③過去３年間の収支 

 ・市支出額 （円） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

指定管理料＊ 25,143,000  25,143,000  25,143,000  

（うち修繕費） (1,243,000) (1,243,000) (1,243,000) 

建物管理に係る経費 2,492,600  16,858,200  11,100,100  

（うち工事費修繕費） (1,326,600) (14,104,200) (11,100,100) 

その他の経費 0  1,564,470  12,870  

計 27,635,600  43,565,670  36,255,970  

   ＊新湊総合体育館については、新湊テニスコートと併せて指定管理を委託している。 

 

  ◆工事・修繕の内容（130 万円以上の工事・修繕のみ記載） 

  【令和４年度】 

   なし 

  【令和３年度】 

   直流電源装置改修、非常用放送設備取替 

  【令和２年度】 

外壁西面修繕、武道場換気設備改修 

 

 

 ・参考：指定管理者支出額 （円） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

人件費 11,247,622  9,410,999  9,391,147  

施設管理費 25,456,510  22,675,177  21,138,659  

（うち修繕費） (1,295,838) (1,254,840) (1,328,469) 

事務費 1,832,479  1,876,636  2,095,762  

計 38,536,611  33,962,812  32,625,568  

 

 ・参考：指定管理者収入額（利用料金等） （円） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

新湊総合体育館 9,423,350  9,507,560  7,480,830  

（うちテニスコート） (721,410) (562,780) (551,530) 

  



 

 

 

（２）小杉総合体育センター 

 ①施設基本情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②過去５年間の施設利用者数                         （人） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

小杉総合体育センター 96,598 94,816 31,432 42,013 57,808 

  

所 在 地 戸破３１１１番地 整 備 年 1992 年（31 年経過） 

敷地面積 18,704 ㎡ 延床面積 6,730 ㎡ 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 ２階建 

施設内容 大アリーナ、観客席（２階固定式 1,964 席）、小アリーナ、 

大会議室、小会議室、事務室 

併設施設 ― 

開館時間 9:00 ～ 21:30 休 館 日 毎週火曜日、年末年始 

備 考 ― 

小杉総合 
体育センター 

ＪＡいみず野 
小杉低温倉庫 



 

 

 

③過去３年間の収支 

 ・市支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

指定管理料 18,375,000  18,375,000  18,375,000  

（うち修繕費） (759,000) (759,000) (759,000) 

建物管理に係る経費 89,740,440  4,687,800  828,200  

（うち工事費修繕費） (89,740,440) (1,933,800) (820,600) 

その他の経費 0  0  0  

計 108,115,440  23,062,800  19,203,200  

 

 

  ◆工事・修繕の内容（130 万円以上の工事・修繕のみ記載） 

  【令和４年度】 

   トイレ全面洋式化、大アリーナ屋根防水工事、自動火災報知設備受信機更新、 

防火スチール扉修繕、非常用照明バッテリー取替 

  【令和３年度】 

   なし 

  【令和２年度】 

   なし 

 

 

  ・参考：指定管理者支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

人件費 3,399,577  3,981,195  4,019,623  

施設管理費 21,280,537  20,175,706  18,102,427  

（うち修繕費） (764,415) (865,171) (770,304) 

事務費 839,069  1,191,356  793,340  

計 25,519,183  25,348,357  22,915,390  

 

 ・参考：指定管理者収入額（利用料金等） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

― 9,065,310  7,678,000  5,301,560  

  



 

 

 

（３）小杉体育館 

  ①施設基本情報 

 

 

 

②過去５年間の施設利用者数                         （人） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

小杉体育館 106,044 101,787 62,914 74,578 76,113 

 

  

所 在 地 黒河７１２番地 整 備 年 1981 年（42 年経過） 

敷地面積 7,741 ㎡ 延床面積 4,294 ㎡ 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 ２階建 

施設内容 アリーナ、観客席（２階固定式 200 席）、柔剣道場、卓球場 

研修室、指導員室、事務室 

併設施設 ― 

開館時間 9:00 ～ 21:30 休 館 日 毎週月曜日、年末年始 

備 考 耐震基準を満たしていない箇所あり 

小杉体育館 

 

歌の森運動公園 

野球場 
多目的 

グラウンド 

テニスコート 

片山学園 
初等科 

小杉文化 
ホール 

小杉地区 
センター 



 

 

 

③過去３年間の収支 

 ・市支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

指定管理料 14,540,000  14,540,000  14,540,000  

（うち修繕費） (1,089,000) (1,089,000) (1,089,000) 

建物管理に係る経費 3,614,600  5,053,100  1,431,000  

（うち工事費修繕費） (3,614,600) (1,299,100) (1,423,400) 

その他の経費 0  0  0  

計 18,154,600  19,593,100  15,971,000  

 

  

  ◆工事・修繕の内容（130 万円以上の工事・修繕のみ記載） 

  【令和４年度】 

   トレーニング室防火シャッター取替 

  【令和３年度】 

   なし 

  【令和２年度】 

   なし 

 

 

  ・参考：指定管理者支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

人件費 4,826,459  5,075,562  4,991,010  

施設管理費 15,972,815  14,932,481  14,236,730  

（うち修繕費） (1,106,830) (1,139,200) (1,206,745) 

事務費 1,972,670  1,971,163  2,013,853  

計 22,771,944  21,979,206  21,241,593  

 

 ・参考：指定管理者収入額（利用料金等） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

― 6,366,040  6,219,430  5,383,000  

  



 

 

 

（４）大門総合体育館 

  ①施設基本情報 

 

 

 

 

 

②過去５年間の施設利用者数                         （人） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

大門総合体育館 89,078 79,883 48,626 66,693 74,497 

 

  

所 在 地 二口３１４２番地 整 備 年 1982 年（41 年経過） 

敷地面積 8,118 ㎡ 延床面積 3,213 ㎡ 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 ２階建 

施設内容 アリーナ、観客席（２階固定式 240 席）、柔剣道場、レクリエーションルーム、 

研修室、児童体育室、事務室 

併設施設 ― 

開館時間 9:00 ～ 21:30 休 館 日 毎週月曜日、年末年始 

備 考 ― 

大門総合 
体育館 

 

芝生広場 
相撲場 

スケボーパーク 

大門小学校 

大門中学校 



 

 

 

③過去３年間の収支 

 ・市支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

指定管理料 9,394,000  9,394,000  9,394,000  

（うち修繕費） (715,000) (715,000) (715,000) 

建物管理に係る経費 3,980,680  3,194,000  1,623,820  

（うち工事費修繕費） (3,980,680) (440,000) (1,623,820) 

その他の経費 0  69,960  0  

計 13,374,680  12,657,960  11,017,820  

 

  

  ◆工事・修繕の内容（130 万円以上の工事・修繕のみ記載） 

  【令和４年度】 

   排煙窓オペレーター取替 

  【令和３年度】 

   なし 

  【令和２年度】 

   なし 

 

 

  ・参考：指定管理者支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

人件費 4,344,291  4,311,415  4,230,943  

施設管理費 9,652,495  8,358,591  7,466,306  

（うち修繕費） (873,062) (721,380) (773,575) 

事務費 559,636  887,595  635,897  

計 14,556,422  13,557,601  12,333,146  

 

 

 ・参考：指定管理者収入額（利用料金等） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

― 5,291,150  4,037,570 3,464,220 

 

  



 

 

 

（５）大島体育館 

  ①施設基本情報 

  

 

 

 

②過去５年間の施設利用者数                         （人） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

大島体育館 87,741 84,004 50,234 63,545 70,406 

（参考）大島弓道場 18,509 11,920 6,947 10,182 16,650 

 

  

所 在 地 新開発２９６番地 整 備 年 2000 年（23 年経過） 

敷地面積 6,125 ㎡ 延床面積 3,967 ㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート造 ２階建 

施設内容 アリーナ、観客席（２階固定式 200 席）、トレーニング室、 

研修室、会議室、事務室 

併設施設 大島弓道場 

開館時間 9:00 ～ 21:30 休 館 日 毎週月曜日、年末年始 

備 考 ― 

大島体育館 

 

コミュニティ広場 

大島中央公園 

大島弓道場 

射水市役所 

遊ぼ～館 



 

 

 

③過去３年間の収支 

 ・市支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

指定管理料 15,966,000  15,966,000  15,966,000  

（うち修繕費） (814,000) (814,000) (814,000) 

建物管理に係る経費 395,000  3,524,000  169,202  

（うち工事費修繕費） (395,000) (770,000) (169,202) 

その他の経費 0  176,330  0  

計 16,361,000  19,666,330  16,135,202  

＊大島体育館については、大島弓道場と併せて指定管理を委託している。 

  

  ◆工事・修繕の内容（130 万円以上の工事・修繕のみ記載） 

  【令和４年度】 

   なし 

  【令和３年度】 

   なし 

  【令和２年度】 

   なし 

 

 

  ・参考：指定管理者支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

人件費 10,513,026  10,528,508  11,051,415  

施設管理費 11,197,539  10,177,789  8,979,220  

（うち修繕費） (2,333,670) (889,113) (821,248) 

事務費 2,200,501  1,686,779  1,197,041  

計 23,911,066  22,393,076  21,227,676  

 

 

 ・参考：指定管理者収入額（利用料金等） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

大島体育館 5,728,390  4,469,690  3,710,940  

（うち大島弓道場） (1,609,700) (1,530,990) (802,770) 

 

  



 

 

 

（６）下村体育館 

  ①施設基本情報 

  

 

 

②過去５年間の施設利用者数                         （人） 

 H30 R 元 R2 R3 R4 

下村体育館 16,501 14,109 10,042 12,280 13,113 

（参考）グラウンド 5,171 5,200 4,655 4,456 4,144 

（参考）テニスコート 941 667 633 610 818 

 

  

所 在 地 加茂中部８４３番地 整 備 年 1985 年（38 年経過） 

敷地面積 13,500 ㎡ 延床面積 1,225 ㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート造 平屋建 

施設内容 アリーナ、レクリエーションルーム、研修室、和室、会議室、事務室 

併設施設 下村グラウンド、下村テニスコート 

開館時間 9:00 ～ 21:30 休 館 日 毎週火曜日、年末年始 

備 考 ― 

下村体育館 

 

テニスコート 

下村保育園 

グラウンド 

下村図書館 
下村小学校 



 

 

 

③過去３年間の収支 

 ・市支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

指定管理料 8,994,000  8,994,000  8,994,000  

（うち修繕費） (660,000) (660,000) (660,000) 

建物管理に係る経費 2,770,900  5,507,000  437,000  

（うち工事費修繕費） (2,770,900) (0) (437,000) 

その他の経費 0  0  0  

計 11,764,900  14,502,000  9,431,000  

＊下村体育館については、グラウンド・テニスコートと併せて指定管理を委託している。 

  

  ◆工事・修繕の内容（130 万円以上の工事・修繕のみ記載） 

  【令和４年度】 

   アリーナ器具照明取替（６灯） 

  【令和３年度】 

   なし 

  【令和２年度】 

   なし 

 

 

  ・参考：指定管理者支出額 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

人件費 3,578,255  3,607,146  3,885,896  

施設管理費 7,150,982  6,780,146  6,093,636  

（うち修繕費） (679,712) (768,119) (763,380) 

事務費 517,079  520,780  488,368  

計 11,246,316  10,908,072  10,467,900  

 

 

 ・参考：指定管理者収入額（利用料金等） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

下村体育館 2,367,830  2,134,210  1,794,210  

（うち下村グラウンド） (676,920) (641,090) (526,040) 

（うち下村テニスコート） (169,410) (115,610) (135,960) 

 

  



 

 

Ⅲ 対話（サウンディング）型市場調査の実施内容 

 

１ 現地説明会（事前申込制） ※参加は任意です。 

  実際に現地を見ていただくとともに、各施設の状況等について説明します。 

  参加を希望される場合は、別紙１「現地説明会申込シート」に必要事項を記入し、Ｅメー

ルにて下記申込先へお申し込みください。 

  なお、Ｅメールの件名は【現地説明会申込】としてください。 

  （１） 日 時  下記の日程の中で、施設ごとに行います。 

            令和５年１０月２５日（水）から２７日（金） 

            ※現地説明会の申込状況によって調整します。 

  （２） 対 象 者  対話への参加を検討されている法人又は法人のグループ 

  （３） 申込期限  令和５年１０月１８日（水）午後５時 

  （４） 申 込 先  射水市教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課 

            E-mail：sports@city.imizu.lg.jp 

   ※ 現地説明会に参加されない場合も、サウンディングにご参加いただけます。 

 

２ サウンディングへの参加申込み 

  サウンディングへの参加を希望する方は、別紙２「エントリーシート」に必要事項を記入

し、Ｅメールにて下記申込先へお申し込みください。 

  なお、Ｅメールの件名は【サウンディング参加申込】としてください。 

 （１） 申込期間  令和５年１１月１３日（月） から 

               １１月１７日（金）午後５時 まで 

  （２） 申 込 先  射水市教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課 

            E-mail：sports@city.imizu.lg.jp 

  （３） サウンディングの実施日時、場所の連絡及びアンケート票の送付 

      エントリーシート受付後、調整の上、実施日時及び場所をＥメールにて連絡しま

す。なお、サウンディングについては「対面」と「ＷＥＢ会議」のうち、ご希望の

実施方法をお選びいただけます。 

      また、参加申込されましたらアンケート票を送付しますので、令和５年１２月 

１日（金）午後５時までに、Ｅメールにて回答してください。 

      Ｅメールの件名は【サウンディング事前アンケート回答】としてください。 

 

３ サウンディングの実施 

  参加者の知的財産保護のため、個別に対話を行います。 

  （１） 日 時  令和５年１２月１１日（月）から 

            令和６年 １月１９日（金）まで ※土日祝日を除く 

  （２） 場 所  射水市役所本庁舎会議室（射水市新開発４１０番地１） 

            またはＷＥＢ会議 



 

 

  （３） 対 象 者  スポーツ施設及び事業（運営・整備）に興味・関心のある法人 

または法人グループ 

 

４ サウンディングの内容及び実施方法 

   事前に提出いただくアンケートに基づき、対話をさせていただきます。自らが事業の実

施主体となることを前提とした、実現可能なご意見・ご提言をお聞かせください。 

   併せて、当該施設の優位性や潜在的可能性、事業推進・施設運営上の課題や問題点、先

進事例など今後の方針決定に向け参考となる事項についてもお聞かせください。 

   資料提出は求めませんが、説明のために必要となる場合は、市提出分として○部ご準備

ください。（ＷＥＢ会議の場合は、事前に資料データをＥメールにてご提供ください。）な

お、資料の返却はいたしません。 

 

 【主なアンケート内容】 

  （１） 本事業への参画意向 

  （２） 類似施設での整備または運営、スポーツ環境の向上の取組実績 

  （３） 体育館のコスト（整備費・運営費）を極力を抑える方法 

  （４） 民間活力の導入によって体育館を維持・運営するための条件 

  （５） スポーツ施設を集約しながらも地域スポーツ環境を維持・向上させる方法 

 

 

５ 調査スケジュール 

① 実施要領の公表 令和５年１０月 ２日（月） 

② 現地説明会の申込期限【参加任意】 令和５年１０月１８日（水）午後５時 

③ 現地説明会【参加任意】 
令和５年１０月２５日（水）から 

    １０月２７日（金）まで 

④ エントリーシートの提出期限 令和５年１１月１７日（金）午後５時 

⑤ アンケート票の提出期限 令和５年１２月 １日（金）午後５時 

⑥ サウンディングの実施期間 
令和５年１２月１１日（月）から 

令和６年 １月１９日（金）まで 

⑦ サウンディング調査の結果公表 令和６年 ３月頃 

 

  

調査実施 

要領の公表 

10 月２日 

エントリーシート（参加申込）の 

提出期限 

11 月 17 日まで 

現地説明会の申込 

10 月 18 日まで 

※任意 

アンケート票

の提出 

12 月１日まで 

サウンディング 

への参加 

12 月 11 日～ 

 １月 19 日  
現地説明会 

10 月 25～27 日 

※任意 



 

 

６ 留意事項 

  （１） 参加及びサウンディング内容の取扱い 

     ・ サウンディングへの参加実績は、今後の事業者選定における評価の対象にはな

りません。 

     ・ サウンディングにおける市及び参加事業者双方の発言は、あくまでサウンディ

ング時点での想定のものとし、何らの約束をするものではありません。 

  （２） 追加対話への協力 

      必要に応じて、追加対話（文書照会を含む。）を実施させていただく可能性があり

ますので、その際にはご協力をお願いします。 

  （３） サウンディングに関する費用等 

      サウンディングへの参加に関する費用は、参加事業者の負担とします。 

  （４） 実施結果の公表 

     ・ サウンディングの実施結果の概要を市ホームページ等で公表します。 

     ・ 実施結果の公表に当たっては、あらかじめ参加事業者に内容の確認を行いま

す。 

     ・ 参加事業者の名称及び企業ノウハウに関する内容は公表しません。 

  （５） 参加除外 

      次のいずれかに該当する場合は、サウンディングの対象者として認めないものと

します。 

     ① 会社更生法（平成 14 年法律第 154号）に基づく更生手続き、民事再生法（平

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続、または破産法（平成 16 年法律第 75

号）に基づく破産開始手続がなされていないこと。 

     ② 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこ

と。 

     ③ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこ

と。 

 


